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那珂市議会全員協議会記録 

開催日時 令和８年３月２日（月）本会議休憩中 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席者  議 長 木野 広宣   副議長 冨山  豪 

議  員 福田耕四郎   議 員 遠藤  実 

議  員 君嶋 寿男   議  員 笹島  猛 

議  員 萩谷 俊行   議  員 寺門  厚 

議  員 花島  進   議  員 大和田和男 

議  員 小宅 清史   議  員 小池 正夫 

議  員 寺門  勲   議  員 渡邊 勝巳 

議  員 鈴木 明子   議  員 原田 悠嗣 

議  員 桑澤 直亨   議 員 榊󠄀原 一和 

欠席者  議 員 なし 

職務のため出席した者の職氏名 

     事務局長 会沢 義範  次 長 萩野谷智通 

     次長補佐 三田寺裕臣 

会議に付した事件 

（１）議長選出の件について 

議事の経過概要 （出席者の発言は以下のとおり） 

     開会（午前10時06分） 

副議長 本会議休憩中のところ、全員協議会にご出席いただきまして、大変ご苦労さまでござ

います。 

本席を議長にかわりまして、全員協議会の座長を務めさせていただきます。 

会議は公開しており、傍聴を可能といたします。 

会議内での発言は必ずマイクを使用し、簡潔かつ明瞭にお願いいたします。携帯電話を

お持ちの方は電源をお切りいただくかマナーモードにしてください。 

ただいまの出席議員は18名でございます。欠席議員はございません。定足数に達してお

りますので、これより全員協議会を開会いたします。 

職務のため、議会事務局職員が出席しております。 

ただいま木野議長より、議長の辞職願が提出されました。 

ここで皆様にお諮りいたします。 

木野議長が議長の職を辞することについて、この後、本会議で承認する方向でよろしい

でしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 
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副議長 異議なしと認めます。 

それでは、議長が空席となりますので、議長選挙の方法について、事務局より説明をお

願いいたします。 

事務局長 それでは議長選挙につきましてご説明申し上げます。 

地方自治法で、普通地方公共団体の議会は議員の中から議長及び副議長を選挙しなけれ

ばならないと規定しております。 

また、議会が行う選挙につきましては、公職選挙法の規定が準用されます。 

選挙の方法につきましては、投票による選挙と指名推選の二つの方法がございます。た

だし、指名推選につきましては、議員の中で異議がない場合に限るとなっております。 

以上のことから、選挙の方法についてご協議をお願いいたします。 

副議長 だいま事務局より説明がありましたが、まず、選挙の方法については指名推選とする

か、投票によるかお諮りいたします。 

 （「投票」と呼ぶ声あり） 

副議長 投票による声がございましたので、投票による選挙と決定してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

副議長 異議なしと認め、投票による選挙とすることに決定いたします。 

次に、投票による選挙について、事務局より説明願います。 

事務局長 まず、議長選挙に先立ち、議会基本条例の規定によりまして、議長職志願者の所信

表明を行います。 

所信表明につきましては、議会基本条例第14条の規定により、本会議において、議長の

職を志願する者に対し所信表明する機会を設けるとしております。また、申し合わせ内規

により、発言時間は５分以内でお願いしております。 

投票につきましては、申し合わせ内規によりまして、単記無記名となっております。 

投票の方法は、事務局長の点呼により１番議員から議場に準備します投票記載台で記載

の上、投票箱への投票をお願いいたします。 

次に、投票及び開票の効力についてです。 

申し合わせ内規には、立会人は３人とし、当選回数１回から３回までの期で代表者を各

１名選出し、議長が指名する。一般選挙後の最初の議会における議長選挙においては、臨

時議長が指名すると規定されております。 

１期は榊󠄀原議員、桑澤議員、原田議員、鈴木議員、渡邊議員のうちから１名。 

２期は寺門勲議員となっております。 

３期は小池議員、小宅議員、大和田議員、花島議員、冨山議員のうちから１名選出願い

ます。 

また、申し合わせ内規により、投票は氏名を記載することになりますので、氏または名

のみを記載した投票は無効となります。これは議長選挙におきましては、公職選挙法68条
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の２の按分の規定が準用されないため、氏または名のみの投票は、全て無効となるという

ことでございます。 

また、議長志願者の所信表明は、地方自治法で規定している議長選挙の方法を変更する

ものではなく、所信表明の有無にかかわらず、全議員が選挙人、被選挙人であることが前

提となりますので、所信表明を行わなかった議員に対しての投票も有効となりますので、

ご承知おき願います。 

説明は以上です。 

副議長 ただいま事務局より説明がございました。 

まず、議長選挙に先立ち議長の職に志願する方の確認を行います。 

議長の職に志願する方は挙手をお願いいたします。 

      （挙手） 

副議長 議長の職に、大和田議員、小宅議員の２名が志願されました。 

議長の職に志願する方に対し、本会議において所信表明をする機会がございます。 

発言の順番は本会議内でくじにより決定いたします。発言時間は５分以内でお願いいた

します。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

続きまして、立会人の選出をお願いいたします。 

選出方法については、事務局の説明のとおり、２期目は寺門勲議員。１期目、３期目か

らそれぞれ１名を選出願います。 

決まりましたら、事務局までご報告をお願いいたします。 

暫時休憩いたします。 

休憩（午前10時12分） 

     再開（午前10時13分） 

副議長 再開いたします。 

立会人について、事務局より報告をいただきます。 

事務局長 それではご報告申し上げます。 

第１期からは鈴木議員、第２期は寺門勲議員、第３期は花島議員となっております。 

以上です。 

副議長 ただいま報告のありました３名の方々を立会人として指名することにいたします。よ

ろしくお願いいたします。 

それでは、本会議を直ちに行いますので、議員各位におかれましては、本会議場までお

集まりいただくようよろしくお願いいたします。 

以上で、全員協議会を閉会いたします。 

閉会（午前10時14分） 
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   令和８年３月２日 

    那珂市議会 議 長 木野 広宣 

          副議長 冨山  豪 


